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Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
は
、
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定

（T
ra
n
s
-P
a
c
ific

P
a
rtn
e
rs
h
ip

）
の
略

で
、
太
平
洋
を
取
り
囲
む
国
々
の
間
で
、

「
経
済
連
携
」
や
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協

定
」
と
い
う
名
前
が
示
す
と
お
り
、
単
な
る

貿
易
協
定
で
は
な
く
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
お
金

の
流
れ
を
自
由
に
し
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地

域
を
は
じ
め
世
界
の
経
済
を
活
発
化
さ
せ
よ

う
と
い
う
協
定
で
す
。

取
り
決
め
事
項
は
輸
入
品
の
関
税
だ
け
で

な
く
、
知
的
財
産
権
（
著
作
権
の
保
護
期
間

な
ど
）
や
金
融
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
、
一
時
入

国
の
取
り
扱
い
、
政
府
や
企
業
と
の
間
で
国

際
紛
争
が
起
き
た
と
き
の
解
決
方
法
な
ど
、

様
々
な
分
野
に
及
び
、
各
国
の
貿
易
や
投
資

の
自
由
化
や
ル
ー
ル
作
り
を
進
め
る
た
め
の

国
際
約
束(

条
約)

で
す
。

現
在
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
、
チ
リ
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
ペ
ル
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ

ア
、
メ
キ
シ
コ
、
カ
ナ
ダ
、
日
本
の
12
か
国
で

交
渉
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
12
月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
か
れ
て
い

た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
閣
僚
会
合
で
は
、
参
加
す
る

12
か
国
が
「
協
定
の
完
了
に
向
け
た
実
質
的
な

進
展
が
見
ら
れ
た
」
と
す
る
共
同
声
明
を
発
表

し
、
閉
幕
し
ま
し
た
。「
関
税
」「
知
的
財
産
」

「
競
争
」
の
難
航
３
分
野
を
め
ぐ
る
対
立
は
、

最
後
ま
で
続
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
分
野
は
、
国
民
の
健
康
や
財
産
、

経
済
主
権
に
ま
で
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
、
ア

メ
リ
カ
は
す
べ
て
の
関
税
撤
廃
の
姿
勢
を
崩
さ

ず
、
自
由
化
を
求
め
た
の
に
対
し
、
日
本
も
全

貿
易
品
目
（
９,
０
１
８
品
目
）
中
、
こ
れ
ま

で
関
税
撤
廃
し
た
こ
と
が
な
い
農
産
物
重
要
５

項
目
（
５
８
６
品
目
）
と
、
そ
の
他
の
重
要
２

４
８
品
目
を
合
わ
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
聖
域
」

（
８
３
４
品
目
）
に
つ
い
て
、
関
税
撤
廃
の
例

外
と
す
る
こ
と
を
終
始
求
め
続
け
、
譲
歩
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
難
航
分
野
に
つ
い
て
「
課
題
を

仕
上
げ
る
た
め
に
柔
軟
性
を
持
っ
て
作
業
を
続

け
る
」
と
し
、
再
び
閣
僚
会
議
を
開
催
し
、
合

意
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
各
国
の
意

見
の
隔
た
り
は
大
き
く
、
交
渉
が
長
期
化
す
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

関
税
が
撤
廃
さ
れ
、
貿
易
手
続
が
簡
素
化
さ

れ
る
こ
と
で
、
衣
食
住
に
関
わ
る
多
く
の
商
品

が
安
く
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
輸
出

相
手
国
の
貿
易
手
続
や
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
入

国
・
滞
在
手
続
が
迅
速
化
・
簡
素
化
さ
れ
、
投

資
ル
ー
ル
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
で
、
大
企
業
の

み
な
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
技
術
を
有
す
る
中
小
企

業
も
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
広
大
な
市
場
に
進

出
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
流
通
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
も
海

外
に
進
出
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
輸
出
相
手

国
の
関
税
が
撤
廃
さ
れ
、
貿
易
手
続
が
簡
素

化
さ
れ
る
こ
と
で
、
世
界
的
に
評
価
の
高
い

日
本
の
優
れ
た
工
業
製
品
な
ど
を
輸
出
し
や

す
く
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
国
内
の
雇

用
や
収
入
に
も
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

海
外
の
安
価
な
商
品
が
大
量
に
流
入
す
る
こ

と
に
よ
り
、
国
内
の
農
産
物
が
外
国
産
に
取
っ

て
替
わ
る
事
態
や
デ
フ
レ
が
起
こ
り
、
景
気
の

悪
化
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

関
税
の
撤
廃
に
よ
り
規
模
の
大
き
い

ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
安
い
農
作
物
（
特
に

米
）
が
流
入
し
、
日
本
の
食
料
自
給
率
が
低

下
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
輸
入
食
品
添
加

物
・
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
・
残
留
農
薬
な

ど
、
諸
外
国
よ
り
厳
し
い
食
の
制
度
や
基
準
に

よ
り
守
ら
れ
て
い
る
高
い
日
本
の
食
の
安
全
性

が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
医
療
保
険
の
自
由
化
・
混
合
診
療

の
解
禁
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
圧

迫
や
医
療
格
差
が
広
が
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ

て
い
ま
す
。

交
渉
に
は
、
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
21
分
野

の
市
場
ア
ク
セ
ス
や
サ
ー
ビ
ス
貿
易
の
み
で
は

な
く
、
非
関
税
分
野
で
あ
る
知
的
財
産
な
ど
の

ル
ー
ル
作
り
、
環
境
等
の
新
し
い
分
野
を
含
む

包
括
的
な
交
渉
に
な
り
、
日
本
の
関
係
す
る
関

税
品
目
は
、
９,
０
１
８
品
目
に
も
及
び
ま
す
。

日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
農
産
物
重
要

５
項
目
な
ど
の
聖
域
や
食
の
安
全
を
守
る
と
い

う
国
会
や
自
民
党
の
決
議
を
踏
ま
え
、「
１
ミ

リ
も
譲
れ
な
い
」
と
言
い
続
け
て
お
り
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
交
渉
で
も
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
品
目
に
つ
い
て

関
税
を
撤
廃
す
る
の
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
は
あ
く
ま
で
「
全
品
目
の
関
税

撤
廃
」
の
主
張
を
譲
ら
ず
、
交
渉
が
難
航
し
て

い
ま
す
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
ル
ー
ル
上
、
離
脱
は
い
つ
で
も
可

能
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
実
は
海
外
企
業
か

ら
の
莫
大
な
損
害
賠
償
請
求
が
予
想
さ
れ
、
Ｔ

Ｐ
Ｐ
離
脱
は
極
め
て
困
難
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
っ
て
一
体
何
な
の
？

参
加
国
は
ど
こ
？

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
現
状
は
？

日
本
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
を
決
め

た
の
は
、
な
ぜ
？

Ｔ
Ｐ
Ｐ
離
脱
に
対
す
る
訴
訟
リ
ス
ク
は
？

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
？

日
本
に
影
響
が
あ
る
品
目
は
？

交
渉
の
焦
点
は
？

ＴＰＰ(環大平洋パートナーシップ)交渉参加国
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２
０
１
１
年
11
月
29
日
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
外
務
貿
易
省
の
マ
ー
ク
・
シ
ン
ク
レ
ア
首
席

交
渉
官
は
、
率
直
か
つ
生
産
的
な
交
渉
を
促
進

す
る
た
め
に
、
交
渉
文
書
や
交
渉
内
容
な
ど
の

情
報
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
参
加
国
が
合
意
し

た
と
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
公
式
サ
イ
ト

に
掲
載
し
ま
し
た
。

交
渉
開
始
に
あ
た
っ
て
「
各
国
の
提
案
や
交

渉
文
書
を
極
秘
扱
い
と
す
る
」
合
意
が
あ
り
、

各
国
の
提
案
、
関
連
資
料
を
入
手
で
き
る
の
は
、

政
府
当
局
者
の
ほ
か
は
、
政
府
の
国
内
協
議
に

参
加
す
る
者
、
文
書
の
情
報
を
検
討
す
る
必
要

の
あ
る
者
ま
た
は
情
報
を
知
ら
さ
れ
る
必
要
の

あ
る
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
交

渉
の
情
報
が
限
ら
れ
、
交
渉
内
容
が
伝
わ
ら
な

い
実
情
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
文
書
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ

発
効
後
４
年
間
秘
匿
さ
れ
、
成
立
し
な
か
っ
た

場
合
は
、
交
渉
の
最
後
の
会
合
か
ら
４
年
間
秘

匿
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
国
に
は
、
事
情
が
あ
り
、
守
る
べ

き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
食
料
の
安
定
供
給
を
将

来
に
わ
た
っ
て
確
保
し
て
い
く
こ
と
は
、
国
民

に
と
っ
て
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。

ま
た
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、

日
本
の
農
林
水
産
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
農

業
従
事
者
の
減
少
、
高
齢
化
の
進
展
、
耕
作
放

棄
地
の
増
大
な
ど
、
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
農

業
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
、
極
め
て

重
要
な
課
題
で
す
。

政
府
に
対
し
て
は
、
日
本
の
農
業
を
守
る
国

家
間
交
渉
に
期
待
す
る
と
と
も
に
国
内
施
策
と

し
て
、
農
林
水
産
業
を
成
長
産
業
と
す
る
た
め

の
方
策
の
ほ
か
、
美
し
く
伝
統
あ
る
農
山
漁
村

を
次
世
代
に
継
承
す
る
た
め
の
方
策
、
食
の
安

全
、
消
費
者
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策

を
明
確
に
国
民
に
示
す
よ
う
求
め
ま
す
。

米
原
市
の
農
業
へ
の
影
響
は
、
平
成
25
年
３

月
に
発
表
さ
れ
た
政
府
統
一
に
よ
る
試
算
方
法

に
よ
る
と
米
は
約
６
億
円
、
麦
は
約
２
千
万
円

の
減
収
と
な
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
に
よ
る
影
響
を

危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
、
市
の
基
幹
産
業
の
１
つ

で
あ
る
農
業
を
守
る
べ
き
方
策
を
期
待
す
る
も

の
で
す
。

日
本
の
貿
易
品
目
９,
０
１
８
品
目
の
う
ち
、

米
、
麦
、
牛
肉
・
豚
肉
、
乳
製
品
、
砂
糖
等
の

重
要
５
項
目
の
５
８
６
品
目
（
６
・
５
％
）
を

聖
域
と
定
め
、
関
税
撤
廃
か
ら
守
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

交
渉
内
容
が
な
ぜ
分
か
ら
な
い
の
？

農
業
へ
の
影
響
は
？

重
要
５
項
目
と
は
？

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
21
分
野
は
？

協
定
交
渉
で
は
、
21
分
野
（
９,
０
１
８
品
目
）
に
つ
い
て
、
包
括
的
に
協
議
さ
れ
て
い
ま
す
。

市場アクセス
（農業、繊維・衣料、工業）

貿易に関して、関税の撤廃や削減の方
法等を定めるとともに、貿易を行う基本
的なルールを定める

原産地規制
関税の減免となる原産品の基準や証明
制度等について定める

貿易円滑化

貿易規制や手続き等について定める

SPS
（衛生植物検疫）

食品の安全や動植物が病気にかからな
いようにするための措置に関するルール
を定める

TBT
（貿易の技術的障害）

安全や環境保全等の目的から定められ
た「規格」が貿易の障害にならないよう
にルールを定める

貿易救済
（セーフガード等）

輸入が急増し、国内産業に被害が生じ
た場合など、一時的な緊急措置について
定める

政府調達
物品・サービスの調達に関して、内国
民待遇の原則や入札等のルールについて
定める

知的財産
知的財産の保護、摸倣品や海賊版に対
する取締り等について定める

競争政策
貿易・投資の自由化で得られる利益

が、害されることがないよう政府間の協
力等について定める

サービス
（越境）

国境を越える無差別待遇や貿易制度等
に関するルールを定め、市場アクセスを
改善する

サービス
（一時的入国）

貿易・投資等のビジネス入国、および
滞在や手続き等に関するルールを定める

サービス
（金融）

金融サービスの提供について、特有の
定義やルールを定める

サービス
（電気通信）

通信インフラを有するサービス提供者
の義務等に関するルールを定める

電子商取引
電子商取引のための環境・ルールを整
備する上で必要となる原則等について定
める

投　　資
内外投資家の内国民待遇や投資に関す
る紛争解決手続き等について定める

環　　境
貿易や投資の促進のため、環境基準を
緩和しないよう定める

労　　働

貿易や投資の促進のため、労働基準を
緩和しないよう定める

制度的事項

協定の運用等について当事国間で協議
等を行う「合同委員会」の設置や権限等
について定める

紛争解決
協定解釈の不一致等による紛争解決の
手続き等について定める

協　　力
合意事項を履行するため、体制が不十
分な国に技術支援や人材育成等について
定める

分野横断的事項
複数の分野にまたがる規制や規則

が、通商上の障害にならないよう規定
を設ける
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項　　目

米

麦

牛肉・豚肉

乳 製 品

甘味資源作物

重要５項目計

合計

上記以外で関税撤廃したことのないもの

主 な 品 目 名

米、米粉、あられ、せんべい、餅、団子

麦、小麦粉、マカロニ、パスタ、うどん、

ラーメン、ビスケット

枝肉、牛タン、ソーセージ、ベーコン、

コンビーフ、ハム、ソーセージ

バター、チーズ、アイスクリーム、

ヨーグルト、クリーム、脱脂粉乳

砂糖、キャンディー、チョコレート、

でんぷん、ケーキミックス、ガム

雑豆（小豆など）、パイナップル、こんにゃく


